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表注一覧 
 
（一般的事項） 
地方ブロック 
  北海道…北海道 
  東北…青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県 
  関東…茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県，長野県 
  北陸…新潟県，富山県，石川県 
  中部…岐阜県，静岡県，愛知県，三重県 
  近畿…福井県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 
  中国…鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 
  四国…徳島県，香川県，愛媛県，高知県 
  九州…福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県 
  沖縄…沖縄県 
 
（個別事項） 
§２．都市計画区域，市街化区域，地域地区の決定状況 
 (1) 都市計画区域，市街化区域，用途地域 
  （ニ）都市別一覧 
   「区域内重複市町村」欄 
    ＊印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。 
         市町村数は重複を避け計上している。 
 (2) 特別用途地区 
   特別用途地区における種類については，典型的な類型として，11 の地区を示している。 
 (6) 高度利用地区 
   「摘要」欄には，決定目的（市街地開発事業名，施行区域面積等）を記入した。 
   なお，事業名の「（市）」は市街地再開発事業の略である。 
 
§５．促進区域 
 (1) 市街地再開発促進区域 
 (2) 土地区画整理促進区域 
 (3) 住宅街区整備促進区域 
   「名称」欄には，「・・・市街地再開発促進区域」等を省略した。 
   「摘要」欄には，決定目的（市街地開発事業名，施行区域面積等）を記入した。 
   なお，事業名の「（市）」は市街地再開発事業の略である。 
 
§８．都市計画施設の状況 
 (1) 道路 ①道路，(6) 公園，(7) 緑地，(8) 広場，(9) 墓園，(10) その他の公共空地 

(12) 下水道 ①公共下水道 ②都市下水道 ③流域下水道 
   表中のＡ，Ｂ，Ｃは次の区域を示す。 
   Ａ区域：市街化区域又は用途地域設定区域内で DID 区域内 
   Ｂ区域：市街化区域又は用途地域設定区域内で DID 区域外 
   Ｃ区域：Ａ，Ｂ以外の都市計画区域で，以下の区域を示す。 
       ・線引きしている都市計画区域では，市街化調整区域 
       ・線引きしていない都市計画区域では，用途地域が定められていない区域 
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 (1) 道路 
 ①道路 

   表中の「計画」「改良済」「概成済」は以下を示す 
   計 画：都市計画決定された道路延長 
   改良済：以下の区間の延長の合計 
       ・道路用地が計画幅員のとおり確保されており，一般の通行の用に供している道

路延長 
       ・事業中の区間については，事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算

完成延長 
   概成済：改良済以外の区間のうち，路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる

現道（概ね計画幅員の２／３以上又は４車線以上の幅員を要する道路）を有する

区間で，その現道に対応する都市計画道路延長 
  ②駅前広場 
   「鉄道乗降客数」欄とは，年平均一日鉄道乗降人員をいう。 
 (3) 駐車場 

 ①自動車駐車場 
   「名称」欄には，「・・・自動車駐車場」等を省略した。 
   また，供用台数は，実供用数である。 
 (13) 汚物処理場 
   処理能力の供用は実績である。 
 (17) と畜場 
   処理能力が明確でない施設もあるため，換算等により推計しているものも含む。処理能力

の供用は実績である。 
 (18) 河川，(19) 運河，(20) その他の水路 
   「構造」欄には，延べ延長最大区間の構造を記載した。 
 (21) 学校 
   「摘要欄」には，小中学校以外のものを記載した。 
 (29) 一団地の住宅施設 
   「名称」欄には，「・・・一団地の住宅施設」を省略した。 
 
§９．市街地開発事業 
 (1) 土地区画整理事業 
   「土地区画整理法によらず完了した事業」欄の「旧都市計画法第 12 条」「旧都市計画法

第 13 条」とは，昭和 29 年改正前の都市計画法である。 
 (2) 新住宅市街地開発事業，(3) 工業団地造成事業，(4) 市街地再開発事業 ①市街地再開発

事業 ②市街地改造事業 
   「名称」欄には，「・・・市街地再開発事業」等を省略した。 
 
§11．地区計画等 
  １．「名称」欄には，「・・・地区計画」等を省略した。 
  ２．「摘要」欄には以下の地区計画の種別を記載している。 
   ① 市街化調整区域において、 
    ・法 12 条の５第１項２号のイに該当・・・（調－イ）を記載 
    ・法 12 条の５第１項２号のロに該当・・・（調－ロ）を記載 
    ・法 12 条の５第１項２号のハに該当・・・（調－ハ）を記載 
   ② 区域区分の定められていない都市計画区域（非線引き都市計画区域）の用途地域以外
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の区域において、 
    ・法 12 条の５第１項２号のイに該当・・・（自－イ）を記載 
    ・法 12 条の５第１項２号のロに該当・・・（自－ロ）を記載 
    ・法 12 条の５第１項２号のハに該当・・・（自－ハ）を記載 
   ③ 再開発等促進区（旧再開発地区計画、旧住宅地高度利用地区計画を含む）を定める地

区計画・・・（再） 
    を記載 
   ④ ①～③以外の地区計画・・・（地）を記載 
 
§13．都市計画事業費の財源，その他 
 (1) 都市計画事業費及び財源 
  １．都市計画法第 59 条第１項及び同条第２項に規定する事業並びに都市計画事業として行

う土地区画整理事業及び都市再開発事業等についての事業費とその財源内訳を平成 19 年

度決算額を基礎に算出した。 
  ２．計上の重複を避けるため、都道府県から市町村への補助金等は，「市町村支出金」欄の

みに計上し，市町村から都道府県への負担金は，「都道府県支出金」欄に計上した。 
  ３．「§13(2) 都市計画税の徴収状況」の都市計画税徴収額との差が生じているのは，都市

計画税を地方債の償還に充てていること等による。 


